
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
ｇ
ｏ
ｏ
ｄ

ｂ

徳
島
市
仲
之
町
二
丁
目
一
四
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
仲
之
町
二
丁
目
一
四
番

居
宅
介
護

令
和
六
年
十
月
一
日

ｅ
ｉ
ｎ
ｇ

地

晴
れ
の
日

地

重
度
訪
問
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ

小
松
島
市
中
田
町
字
千
代
ケ
原

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

勝
占
町
中
須
九
二
│
一

同
行
援
護

同

十
一
月
一

わ
ホ
ー
ム
ホ
ス
ピ
ス
研
究

二
三
番
地
四

暖

大
松
ジ
ョ
リ
カ
Ｂ
一
〇
一

日

会有
限
会
社
宝
寿

同

中
郷
町
字
加
藤
一
五

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

北
矢
三
町
三
丁
目
三
│

居
宅
介
護

同

二
番
地
の
一

ぱ
ー
と
な
ー

徳
島

二
七

グ
ラ
ン
ド
ハ
イ
ツ
矢
三

同
行
援
護

二
〇
三
号
室

行
動
援
護

合
同
会
社
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
大

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
一
懸

海
部
郡
美
波
町
西
の
地
字
魚
呑

居
宅
介
護

令
和
七
年
一
月
一
日

谷
九
四
番
地
四

二
番
地

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

Ｙ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
合
同

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
東

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
東

居
宅
介
護

同

会
社

二
二
番
地
二
二

や
ど
り
ぎ

二
二
番
地
二
二

重
度
訪
問
介
護



合
同
会
社
や
べ
ケ
ア

徳
島
市
大
谷
町
猿
楽
三
番
地
の

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
新
浜
町
四
丁
目
三
番
三

同

同

二
四

Ｂ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ

四
号

プ
レ
ジ
ー
ル
四
丁
目
一

〇
一

株
式
会
社
Ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ａ

同

沖
浜
東
三
丁
目
七
一
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

沖
浜
東
三
丁
目
七
一
番

同

同

地
ニ
ュ
ー
Ｄ
Ｋ
ハ
イ
ツ
本
館
一

Ｋ
ａ
ｎ
ｏ
ａ

地
ニ
ュ
ー
Ｄ
Ｋ
ハ
イ
ツ
本
館
一

〇
五

〇
五

株
式
会
社
ｇ
ｏ
ｏ
ｄ

ｂ

同

仲
之
町
二
丁
目
一
四
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

住
吉
一
丁
目
四
番
三
三

同
行
援
護

同

二
月
一
日

ｅ
ｉ
ｎ
ｇ

地

晴
れ
の
日

号

合
同
会
社
早
苗
美

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
磯
崎
一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜
三

居
宅
介
護

同

三
月
一
日

二
三
番
地
三
一

Ｓ
ａ
Ｎ
ａ
Ｍ
ｉ

九
番
地
二

重
度
訪
問
介
護


